
「美しい黒川をまもる城山ねっと」会則 
              
（目 的） 
第1条 私たちの住む城山地区は『清流黒川』に面し、対岸には鹿沼市の文化ゾーンとして諸施設が立地さ

れ、すばらしい居住環境を有していることから、この環境を城山住民のボランティア精神と行動

力により、よりいっそうきれいにし、守っていくことを目的とする。 
（名 称） 
第2条 美しい黒川とその環境を守っていきたいとの思いを込めた「美しい黒川をまもる城山ねっと」（以

下「城山ねっと」という。）と称する。 
（活動の区域） 
第3条 活動の区域は、次のとおりとする。 
・ 黒川東岸の府中橋から御成橋の歩道のうち、サイクリングフェンスのある約６４０ｍ区間。 
・ その他、地区内区画道路及び公園。（監視区域） 

（活動の内容） 
第4条 活動の内容は、次のとおりとする。 
・ 黒川沿い歩道及び沿線のごみ拾い。 
・ 黒川沿い歩道の川側約１ｍ範囲及び歩車道間の草刈り等。 
・ 黒川沿い歩道の川側及び歩車道間の草花の植え付け・管理。 
・ その他、ごみの不法投棄及び歩道等の破損等の監視。 

（活動回数） 
第5条 城山ねっとでは次のとおり年間２０回程度の活動を行う。また、監視・通報等は随時行う。 
・ いきいきウォーキングによる歩道および沿線のごみ拾い。（７～10名、年８回程度） 
・ 黒川沿い歩道の川側約１ｍ範囲及び歩車道間の草刈り等。（全員、年 6回程度） 
・ 黒川沿い歩道の川側及び歩車道間の草花の植え付け・管理。（数名、年 6回程度） 
２ 会員一人の参加回数は特に定めない。 

（役 員） 
第6条 城山ねっとは、次の役員を選出する。 
・ 代 表 １名 
・ 副代表 ５名 （内総括１名） 
・ 事務局 １名 

（役員の任期） 
第7条 役員の任期は２年とする。但し、再選を妨げない。 
（役員の選出） 
第8条 代表は原則として、きれいなまちづくり推進員とし、そのほかは互選により選出する。 

２ 欠員を生じた場合は、会議等において選出することとし、任期は前任者の残任期間とする。 
（役員の任務） 
第9条 役員の任務は次のとおりとする。 
・ 代表は、城山ねっとを代表し、必要に応じ会議を招集し、主宰する。 
・ 副代表は、代表を補佐し、代表不在の時は総括が職務を代行する。また、総括は監事を兼務する。 
・ 事務局は、活動内容等の記録を行う。また、会計事務を兼務する。 



（会 員） 
第10条 地域住民のうち、第１条の目的に賛同された者を会員とし、「きれいねっと鹿沼」（鹿沼市による

アダプト・プログラム事業）に名簿登録する。 
２ 城山ねっとへの入会は任意とする。 

（会 議） 
第11条 総会は、年１回年度初めに開催するものとする。 
   ２ 役員会は、代表が必要と認めた時に開催する。 
（経 費） 
第12条 経費は、自治会からの助成金、その他寄付金等の収入を以って充て、会費の徴収は行わない。 

２ 用具等については、市や自治会等からの支援及び経費により確保する。 
（保険の加入） 
第13条 「きれいねっと鹿沼」に登録することにより傷害保険加入者となる。 
（その他） 
第14条 この会則に定めるほか、城山ねっとの運営に関し必要な事項は代表が別に定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ 本会則は、平成１７年８月２１日から施行する。 
（経 過） 

平成１７年７月７日 「美しい黒川をまもる城山ねっと」発足 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７年８月２１日 本会則制定 
平成１９年４月２２日 一部改正（自治会助成金の受入） 
平成２０年４月２０日 一部改正（活動の内容の整合） 
 
 
 
 
 

発起人 代表 佐藤 工（８－３）（きれいなまちづくり推進員） 
三嶋利一（６－７） 
沼尾和杳（４－７） 
益子 猛（６－４） 
中村洋介（１１－５） 
佐藤龍輔（６－１１） 

宇梶國太（５－２３） 
廣瀬昇市（１０－２） 
善林頼和（７－１３） 
前原 稔（３－１） 
大塚功司（５－４） 


